
主要分野の「見える化」事項

１．社会保障分野
• 入院・外来医療
• 薬剤・調剤
• 介護
• 国民の行動変容
• 生活保護等

２．社会資本整備等

３．地方行財政改革・分野横断的な取組

４．文教・科学技術、外交、安全保障・防衛等
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１．社会保障分野の「見える化」事項

「見える化」事項 時間軸
「見える化」を
実行する主体

ねらい

○年齢調整後の一人当たり医療費の地域差
47都道府県別
合計／入院医療費／外来医療費

毎年度把握 厚生労働省

〇 医療費の地域差の実態及び推
移を明らかにすることで、地域差
是正の取組の効果等の評価に
つなげる

○主要疾病に係る受療率、一人当たり日数、一日当たり点数等の
地域差
47都道府県別／二次医療圏別
主要疾病別（対象とする疾病については調整中）
年齢階級別
男女別

毎年度把握 厚生労働省

〇 医療費の実態を詳細に分析する
ことにより、医療費適正化に向け
た課題を明らかにする

〇 また、その推移を明らかにするこ
とにより、医療費適正化の取組
の効果等の評価につなげる

○患者が１年間に受診した医療機関数 毎年度把握 厚生労働省
〇 かかりつけ医の普及に向けた取

組の効果等の評価につなげる

○「地域包括診療料」、「地域包括診療加算」の算定状況 毎年度把握 厚生労働省
〇 かかりつけ医の普及に向けた取

組の進捗状況の評価につなげる

○「７：１入院基本料」を算定する病床数、患者数 毎年度把握 厚生労働省
〇 病床の機能分化に向けた取組

の効果等の評価につなげる

【入院・外来医療】
※計画策定後も、ＮＤＢ等を活用した入院・外来医療費の地域差等の分析、「見える化」を推進
※ＮＤＢ利活用インフラの整備については関係省庁と調整中

「見える化」事項 時間軸
「見える化」を
実行する主体

ねらい

○重複投薬の件数
47都道府県別

毎年度把握 厚生労働省

〇 外来医療の課題の一つである重
複投薬の実態及び推移を明らか
にすることにより、重複投薬対策
等の効果等の評価につなげる

○医薬品の妥結率 毎年度把握 厚生労働省

〇 KPIとして設定した「単品単価取
引が行われた医薬品のシェア」と
合わせて把握することで、医薬
品の流通改善に向けた取組の
効果等の評価につなげる

【薬剤・調剤】

（ＫＰＩとして目標値を設定したものを除く）
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「見える化」事項 時間軸
「見える化」を
実行する主体

ねらい

○年齢調整後の一人当たり介護費の地域差
47都道府県別／保険者別
合計／施設／居住系／在宅

毎年度把握 厚生労働省

〇 介護費の地域差の実態及び推
移を明らかにすることで、地域差
縮小の取組の効果等の評価に
つなげる

○年齢調整後の要介護度別認定率の地域差
47都道府県別／保険者別
要介護度別

毎年度把握 厚生労働省

〇 要介護認定率の地域差の実態
及び推移を明らかにすることによ
り、地域差縮小の取組の効果等
の評価につなげる

○在宅医療を行う医療機関の数
47都道府県別／保険者別

毎年度把握 厚生労働省
〇 地域包括ケアシステムの構築に

向けた取組の進捗状況の評価
につなげる

○在宅サービス利用者割合
47都道府県別／保険者別

毎年度把握 厚生労働省
〇 地域包括ケアシステムの構築に

向けた取組の効果等の評価につ
なげる

【介護】

「見える化」事項 時間軸
「見える化」を
実行する主体

ねらい

○各保険者における健康維持率、生活習慣病の重症疾患の発症
率、服薬管理率等の改善状況

毎年度把握 厚生労働省
〇 予防・健康づくりに係る国民の行

動変容に向けた保険者の取組
の効果等の評価につなげる

【国民の行動変容】

（ＫＰＩとして目標値を設定したものを除く）

１．社会保障分野の「見える化」事項
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「見える化」事項 時間軸
「見える化」を
実行する主体

ねらい

○就労支援事業等を通じた脱却率 毎年度把握 厚生労働省
〇 脱却率の数値を把握することに

より、就労支援事業等の効果等
の評価につなげる

○就労支援事業等の自治体ごとの取組状況
47都道府県別等
参加率／就労・増収率

毎年度把握 厚生労働省

〇 就労支援事業等の自治体ごとの
取組状況等を把握することにより、
就労支援事業等の効果等の評
価につなげる

○「その他世帯」の就労率等の自治体ごとの状況
47都道府県別等
就労率／その他世帯の廃止理由のうち増収による廃止割合

毎年度把握 厚生労働省

〇 「その他世帯」の就労率等を自治
体ごとに把握することにより、就
労支援事業等の効果等の評価
につなげる

○生活保護受給者一人当たり医療扶助の地域差
47都道府県別

毎年度把握 厚生労働省

〇 医療扶助の地域差の実態及び
推移を明らかにすることで、地域
差是正の取組の効果等の評価
につなげる

○生活保護受給者の後発医薬品の使用割合の地域差
47都道府県別等

毎年度把握 厚生労働省

〇 後発医薬品の使用割合の地域
差の実態及び推移を明らかにす
ることにより、後発医薬品使用促
進計画の取組の効果等の評価
につなげる

○生活困窮者自立支援制度の利用による就労者及び増収者数増
加効果
就労者数／増収者数

毎年度把握 厚生労働省

〇 就労者及増収者数の数値を把
握することにより、生活困窮者支
援制度の効果等の評価につなげ
る

○生活困窮者自立支援制度の任意の法定事業及び法定外の任
意事業の自治体ごとの実施状況
47都道府県別等
法定事業／法定外事業

毎年度把握 厚生労働省

〇 自治体ごとの事業実施状況を把
握することにより、生活困窮者自
立支援制度の着実な推進につな
げる

【生活保護等】

（ＫＰＩとして目標値を設定したものを除く）

１．社会保障分野の「見える化」事項
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「見える化」事項 時間軸
「見える化」を
実行する主体

ねらい

○ 立地適正化計画の作成状況
（立地適正化計画を策定する市町村数を見える化し、その進捗をモニターす
る）

○ 立地適正化計画の実施促進
（立地適正化計画に位置付けられた誘導施設の都市機能誘導区域内での
立地割合の増加や、居住誘導区域内の人口割合の増加をモニターする）

・2020年までに150市町村において立
地適正化計画を作成

・2020年までに都市機能誘導区域内
の誘導施設の立地割合が増加して
いる市町村数100

・2020年までに居住誘導区域内の人
口割合が増加している市町村数100

コンパクトシティ形成
支援チーム（国交省、
内閣官房、復興庁、
総務省、財務省、金
融庁、文科省、厚労
省、農水省、経産省）

コンパクト・プラス・ネットワークによる
都市機能や居住の誘導・集約を図る
計画を作成した市町村数、また成果と
して施設や居住の集約を図れた市町
村数を見える化し、その促進を図る

○ 地方公共団体の保有する公的ストックの状況を「見える化」
固定資産台帳を含む統一的な基準による地方公会計の整備により把握
される個別団体ごとの資産老朽化比率のほか、一人あたりの投資的経
費の内訳（既存施設更新・新規施設整備）、維持補修費も含めた決算情
報を公表

2017年度末までにすべての地
方公共団体において固定資産
台帳を含む統一的な基準によ
る地方公会計を整備

総務省

住民に公共施設の現状の老朽化の程
度や負担の程度を明らかにし、今後の
維持管理・更新などに向けた課題への
理解を深める

○ 公共施設等総合管理計画の策定により、公共施設等の現況及び
将来の見通しの「見える化」

老朽化の状況や利用状況をはじめとした公共施設等の状況、総人口
や年代別人口についての今後の見通し、公共施設等の維持管理・修
繕・更新等に係る中長期的な経費の見込みやこれらの経費に充当可能
な財源の見込み等）

2016年度末までにすべての
地方公共団体において公
共施設等総合管理計画の
策定

総務省

各自治体の保有する公共施設等の老朽化
状況、維持管理・修繕・更新等に係る中長
期的な経費の見込み等について、住民へ
情報提供することで理解を深め、実現可能
で合理的な計画の策定促進を図る

○ 公共施設等総合管理計画の進捗状況や推進に当たっての課題
をモニターする仕組みを構築

施設更新等の経費見込みや延床面積に関する目標などの総合管理計
画の主たる記載項目を、資産老朽化比率や毎年度の取組内容も
含めて横比較できるように各地方公共団体分を統合したものを総務省
ホームページで公表等

2016年度から仕組みの構築

総務省

各自治体の公共施設の現状（老朽度、
一人当たりの延べ床面積など）等を集
約して比較することで、住民理解を深
め、個々の自治体の公共施設のストッ
ク量の適正化を促す

〇 国公有資産情報の見える化
国有財産は、原則としてすべての資産情報（売却予定、貸付募集を含
む）を公開し、「見える化」

2017年度末までにすべての地
方公共団体において固定資産
台帳を含む統一的な基準によ
る地方公会計を整備

財務省、総務省

国有財産情報を見える化することで、
国有財産の有効利用や売却の促進

〇 地方公共団体が保有する資産の「見える化」の促進
固定資産台帳において、公有地の用途や売却可能区分等を開示するこ
とで、未利用資産や売却可能資産の情報を「見える化」

公有資産情報を見える化することで、
有効利用や売却の検討に活用

〇 アクションプランを踏まえたPPP/PFI事業の事業規模 2015年度末までにPPP/PFI事
業の見直し・拡充

内閣府ＰＦＩ推進室、
総務省、国交省、
厚労省、文科省等

PPP/PFIの事業規模を明確化すること
により、官民挙げた推進を図る

２．社会資本整備等の「見える化」事項
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「見える化」事項 時間軸
「見える化」を
実行する主体

ねらい

地方財政に係る「見える化」の推進（決算情報）

①住民一人当たり行政コストにつき、維持補修費・普通建設事業費等の性質別、
民生費・衛生費等の目的別で網羅的に財政分析の内容も含め「見える化」

②固定資産台帳の整備とあわせて、各自治体の「資産老朽化比率」を「見える
化」し、将来負担比率との「組合せ分析」を行うとともに、施設類型毎の一人当
たり面積等のストック情報や固定資産台帳による土地情報等を「見える化」す
ることにより、ストック情報を全面的に「見える化」

③予算・決算の対比に関する情報開示の充実による「見える化」につき、自治体
の事務負担にも配慮しながら実施

④地方財政決算情報ホームページにつき、データ検索機能や分析のためのグ
ラフ作成機能の追加により、使いやすさを一層向上

⑤面積や人口規模、高齢化比率等の条件を指定し、自治体や住民が他団体と
比較できるようデータベース整備を検討し、必要に応じて適切な措置を実施

①2016年度

②2016年度～2018年度

③～④2016年度

⑤2017年度～2018年度

総務省

多面的な視点から自治体の財政を「見
える化」することにより、自治体自らによ
るチェック及び住民による財政分析が可
能となる

地方財政に係る「見える化」の推進（公共施設等総合管理計画）
①計画の策定を促進

②更新・統廃合・長寿命化等の取組の進捗を踏まえた継続的な計画の見直し・
充実化や施設の集約化・複合化等を促進

③先進団体の取組・ノウハウを横展開

④資産老朽化比率等の複数の指標を適切に組み合わせて経年比較や横比較
を行うことで、老朽化対策の進捗状況を「見える化」

⑤個別団体ごとの資産老朽化比率や一人当たりの投資的経費の内訳（既存施
設更新・新規施設整備）、維持補修費も含めた決算情報について、経年変化
や類似団体比較等を実施した上で各団体の分析コメントを付して公表

①2016年度
②2017年度から改革期間
内
③～⑤改革期間内

総務省

厳しい財政状況が続く中で、今後、人口
減少等により公共施設等の利用需要が
変化していくことが予想されることを踏ま
え、早急に公共施設等の全体の状況を
把握し、長期的な視点をもって、更新・
統廃合・長寿命化などを計画的に行うこ
とにより、財政負担を軽減・平準化する。

地域社会の実情にあった将来のまちづ
くりや、国土強靱化にも資する

地方財政に係る「見える化」の推進（地方公会計）

①統一的な基準による地方公会計の整備を促進
②各団体の財務書類や固定資産台帳を総務省ホームページにおいても公表・

地方公会計等を活用し、予算編成等の財政マネジメントを強化

①2016年度～2017年度
②2018年度から改革期間
中

総務省

財政のマネジメント強化のため、セグメ
ント情報やストック情報を予算編成等に
積極的に活用し、自治体の限られた財
源を「賢く使う」取組を促す

地方財政に係る「見える化」の推進（公営企業会計）

①重点事業（下水道事業、簡易水道事業）を中心に、公営企業会計の適用を推
進

②公営企業会計の適用の進捗状況を調査、各都道府県･市町村別に公表（毎
年度）

③「経営比較分析表」の公表分野の拡大(毎年度２～３事業分野程度)や廃止・

民営化等の検討に資する指標を研究会等で検討の上、追加する等内容の充
実を図り、公営企業の全面的な「見える化」を強力に推進

①・②2016年度～2019年
度

③2016年度～2018年度
総務省

・貸借対照表や損益計算書等の財務諸
表の作成等を通じ、自らの経営・資産
等を正確に把握する（適用拡大）

・「経営比較分析表」における分析は、
経営、事業等の分野ごとに適切な指
標を活用し、複数の指標を組み合わ
せた分析や、 経年比較や他の自治体

等との比較を行い、経営の現状、課題
等を的確、簡明に把握
（経営比較分析表）

３．地方行財政改革・分野横断的な取組の「見える化」事項
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「見える化」事項 時間軸
「見える化」を
実行する主体

ねらい

地方財政に係る「見える化」の推進（地方交付税）

・地方交付税の各自治体への配分の考え方・内容の詳細、経年変化に
ついて、市町村分も含め誰もが活用できる形で総務省ホームページに
公開

2016年度
総務省

自治体や住民が自ら又は他の自治
体における交付税の配分について
把握できるようにすることで、自発的
な改革を促す

民間委託・クラウド化等に係る「見える化」の推進
①現状について、「見える化」・比較可能な形での公表を実施予定

②総務省・各自治体において、民間委託やクラウド化等の取組状況（実
施率）、住民一人当たりコスト、歳出効率化効果や今後の対応方針に
ついて、「見える化」・比較可能な形での公表を検討・実施

①2015年度
②2016年度

総務省

自治体や住民が他の自治体におけ
る取組状況を把握可能にすることで、
質の高い公共サービスを効率的・効
果的に提供し、地方行政サービス改
革を推進する自発的な取組みを促
す

公共サービス関連情報に係る「見える化」の推進

・公共サービス関連情報の「見える化」について、具体的に検討（内閣府
においてとりまとめ、経済財政諮問会議においても議論）

2016年度の検討結果に基づき、
改革期間に実施

内閣府・関係府省庁

「見える化」は、行政サービスを
めぐる問題の所在、改革の必要性
や方向性を共有するための基盤的
なインフラであることにかんがみ、
公共サービス関連情報の「見える
化」の徹底、誰もが活用できる形
での情報開示を進める

国庫補助金等に係る「見える化」の推進

①パフォーマンス指標（各府省の行う規模が一定以上である等の主要な
事業に対する成果を計測する指標）を検討・特定

②進捗状況を「見える化」し、行政事業レビューの取組とも連携しつつ、
各府省庁、各自治体自らが成果を評価したり類似団体間で比較可能と
する

③都道府県別の一人当たり行政コストとその財源内訳（地方税・地方交
付税・国庫支出金等）の「見える化」を行い、比較可能な状態にすること
で、その経年変化のモニタリング等を行う。その際都道府県とも、域内
の基礎自治体の情報を共有し、連携して取り組む

④「行政サービス・事業に要した費用」及び「経済社会面、行財政面から
の効果」（費用対効果）がわかる指標・データを検討し、明らかにする

①2016年度

②2017年度

③2018年度～2020年度

④2018年度～2020年度

内閣府・制度所管府
省庁

パフォーマンス指標の「見える化」を
踏まえ、費用対効果を明確化し、国
庫補助金や地方交付税の配分を見
直す

３．地方行財政改革・分野横断的な取組の「見える化」事項
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「見える化」事項 時間軸
「見える化」を
実行する主体

ねらい

〇 自治体別の児童生徒１人当たりの教職員人件費、学校の運営費、学
校の業務改善の取組、学級数別学校数等

〇 学校規模の適正化に関する自治体別進捗状況（対策の検討に着手し
ている自治体の割合、統廃合等の件数・経費）

〇 校務支援システムの導入率
〇 ICT活用による遠隔授業実施状況

〇 2015年度から調査・公表、順
次取組推進・拡大

〇 文部科学省、都
道府県、市町村

〇 学校規模の適正化、学校運営の
効率化の状況について自治体ご
とに比較可能な形で明確化し、
先進的な自治体の取組の導入を
促進し、教育の質を向上

〇 義務教育に係る成果と費用、環境要因（実証研究）
➢対象とすべき教育政策：各種の加配措置、少人数教育、習熟度別

指導等多様な教育政策
➢測定すべき教育成果・アウトカム：知識・技能、思考力・判断力・表

現力、学習意欲等；コミュニケーション能力、自尊心・社会性等の
非認知能力；児童生徒の行動

〇 2015年度中に研究の枠組
み・体制等について検討、
2016年度から着手、計画的
に実施・拡大

〇 文部科学省、都
道府県、市町村

〇 教育政策の成果・アウトカムにつ
いて、実証研究を通じて、都道府
県ごとに科学的な手法に基づき
費用対効果をチェックし、教育の
質を向上

〇 全国学力・学習状況調査の研究活用（文科省委託研究以外での大学
等の研究者によるデータ活用・研究）

〇 2016年度中に貸与ルール整
備、2017年度から研究活用
開始

〇 文部科学省

〇 教職員定数の見通し 〇 2018年度までに策定、公表、
提示

〇 文部科学省

〇 大学間の連携、学部・学科の再編・統合の実施状況
〇 大学等と民間企業との共同研究件数・受入金額
〇 国立大学における寄附金受入額
〇 地域の企業ニーズと大学等の技術シーズとのマッチングによる共同

研究件数
〇 クロスアポイントメント適用教員数
〇 国立大学の若手（40歳未満）の本務教員数

〇 2015年度から毎年度、調査・
公表

〇 文部科学省、国
立大学法人

〇 大学ごとの取組の達成状況を比
較可能な形で明確化し、各大学
の取組を促進

〇 各国立大学における民間資金獲得のための方策の整理状況 〇 2016年度から毎年度、調査・
公表

〇 応用研究向け研究費制度へのマッチングファンド型適用状況 〇 2016年度前期に適用対象制
度を設定、毎年度適用状況
を調査・公表

〇 内閣府科学技術
担当

〇 研究費制度ごとの適用状況を明
確化し、適用拡大と民間資金導
入を促進

〇 購入した研究設備の共用が可能な事業制度数、研究費の合算使用
が可能な事業制度数、共用システムを構築した研究組織数

〇 2015年度から毎年度、調査・
公表

〇 内閣府科学技術
担当、文部科学
省

〇 共用化・合算使用促進による歳
出効率化の取組を促進

４．文教・科学技術、外交、安全保障・防衛等の「見える化」事項

【文教・科学技術】
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